
監査公表第３６号 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、下記のとおり定例監査を執行したのでそ

の結果を同法第 9項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 

平成２８年１月２２日 

 

                 新庄市監査委員  髙 山 孝 治 

 

                 新庄市監査委員  新 田 道 尋 

 

 

記 

 

監査の期間及び監査の対象 

監  査  期  間 監    査    対    象 

平成２７年 

１２月２日～１２月１６日 

商工観光課の平成２７年度の財務に関する事務の

執行及び経営に係る事業の管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



概 要［商工観光課］ 

（１）職員の配置状況                        平成 27年 4月 1日現在 
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 1           1 

企業立地・商工振興室  1   1   3    5 

観 光 交 流 室  1   2  1 1    5 

クールジャパン新庄推進室  1 1    1 1  3 2 9 

計 1 3 1  3  2 5  3 2 20 

 

（２）一般会計執行状況（平成 27年 8月末現在） 

歳 入                                    （単位：円） 

款  項  目 予算現額 調 定 額 収 入 額 収入未済額  収入率 

13.01.05 商工使用料 390,000 404,920 215,830 189,090 53.30 

15.02.04 労働費県補助金 36,205,000 19,229,056 19,229,056 0 100.00 

15.03.04 商工費委託金 685,000 685,000 685,000 0 100.00 

16.01.02 利子及び配当金 10,000 30,837 30,837 0 100.00 

16.02.01 不動産売払収入 0 63,500,000 63,500,000 0 100.00 

17.01.04 商工費寄附金 100,000 0 0 0 0.00 

20.03.01 貸付金元利収入 650,557,000 10,357,000 10,357,000 0 100.00 

20.04.04 雑入 28,455,000 31,396,317 1,095,317 30,301,000 3.49 

歳 入 合 計 726,402,000 125,603,130 95,113,040 30,490,090 75.73 

歳 出 

款  項  目 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率 

02.01.16 地域活性化・地域住民生

活等緊急支援費 
60,771,000 44,932,114 15,838,886 78.41 

05.01.01 労働諸費 50,427,000 50,167,000 260,000 99.48 

07.01.01 商工総務費 100,640,000 56,523,269 44,116,731 56.16 

07.01.02 商工振興費 620,965,000 586,869,609 34,095,391 97.07 

07.01.03 観光費 144,529,000 108,074,687 36,454,313 77.60 

07.01.04 企業誘致費 50,666,000 25,891,525 24,774,475 51.10 

歳 出 合 計 1,027,998,000 872,458,204 155,539,796 89.37 

 

 

 

 

 

 

 



監査の結果 

監査に付された関係諸帳簿及び資料等を照合検証したところ、計数的に正確であると認めた。ま

た、業務の執行についても概ね妥当であった。ただし、下記事項については改善措置が必要と認め

られる。 

 

記 

 

１．監査資料の主要事務事業については、主要施策の成果に関する説明書との整合性を図りながら、

作成に際しての注意書きに留意し、執行状況が分かり易い内容とすること。 

 

２．複数の事務局を担当している協議会関係文書綴りについて、協議会文書と市文書が混在している

ものが見られるので、整理した上で編綴のこと。 

 

３．備品管理台帳を整備し、現物と照合できるような方法により、適正な備品管理に努めること。ま

た、被服貸与簿についても不備が認められたため、被服貸与規程により整備を図ること。 

 


